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１．新型コロナウイルスワクチン接種への対応

◆令和２年１月２９日 新型コロナウイルス感染症連絡会議設置

◆令和３年２月３日 新型コロナウイルスワクチン接種事業本部設置

ワクチン接種対策室（室長を含め５名体制で設置）

調整統括班他７つの班を設置し、代表副部長を選出。

・調整統括班 ・システム及びクーポン班

・コールセンター及び広報班 ・予約関連（コールセンター連携）班

・会場・物資調達班 ・ワクチン関連業務班

・応援要員オペレーション班 ・支払い請求・接種記録等事後処理及び庶務班

全職員に辞令交付。

◆同年２月１０日 第１回新型コロナウイルスワクチン接種事業本部会議開催

◆同年３月９日 第２回新型コロナウイルスワクチン接種事業本部会議開催

◆同年６月１日 ワクチン接種対策室を１１名体制に増員

新型コロナウイルスへの対応

橿原市における初動対応

◆ 令和２年１月１５日 国内１例目が発見される

◆ 同年１月２８日 国が「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置

奈良県が「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置

政府が新型コロナウイルス感染症を指定感染症に位置付け

◆同年３月１３日 新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象となる
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２．流行株と接種体制の変遷
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現 状

３．接種会場や運営形態について
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４．市民の接種状況

◆接種回数および接種率 R6.1.31時点

総接種回数 395,068回

(参考：R6.1.28時点)

※ 全国および奈良県のデータは首相官邸の公表データをもとに作成

◆各年度ごとの集団接種・個別接種の接種回数比較（市外会場での接種は含まない） R5.12.31時点
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※ 令和5年3月31日時点での消除者(市外転居者・死亡者)は
接種回数に含まれておりません。



５．新型コロナウイルスワクチンの今後の接種について
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◆令和６年４月以降は予防接種法に基づく定期接種に移行する

◆ワクチン接種対策室の業務は

『こども・健康スポーツ部 健康増進課』へ引き継ぐ

【引き継ぐ主な業務】

▶接種証明書の発行
▶個別接種等の請求処理

▶予診票の管理
▶定期接種への対応

新型コロナウイルスワクチンの今後の接種について１


